
 

令和６年度 第１回山形市救急救命業務検証会議 次第 

 

 

                     日時：令和６年８月１９日（月） 

                        午後１時３０分から午後３時 

場所：山形市立商業高等学校 

   ミーティング室 

進行：通信指令課 課長補佐 

 

 

１ 開会 

 

 

２ 市長あいさつ 

 

 

３ 出席者紹介 

 

 

４ 座長選出 

 

 

５ 検証 

（１）指令業務の課題への取り組みについて      （通信指令課）・・・会議資料１ 

（２）救急救命士の継続教育病院実習の改善に向けた取り組みと今後の展望について 

（救急救命課）・・・会議資料２ 

 

６ 報告 

映像通報システム（Live１１９）の運用について（通信指令課）・・・会議資料３ 

 

 

７ 次回の会議等について 

 

 

８ 閉会 

 

 

 

 



 

第１回山形市救急救命業務検証会議出席者名簿 

 

１ 会議構成員 

 (五十音順 敬称略) 

 

２ 山形市 

・市長                     佐藤 孝弘 

・消防長                    浅井 幹太 

・通信指令課長                 荒井 政博 

・救急救命課長                  清野 康浩 

・通信指令課長補佐               海野 裕二 

・通信指令課長補佐               村山 裕二 

・救急救命課長補佐                西村 将輝 

 氏名 所属等 分野 出欠 

1 金谷
か な や

 透
とおる

 山形市医師会 会長 
医療関係者 

(救急救命に精通) 
欠席 

2 小関
こせき

 裕之
ひろゆき

 山形新聞社 総務編集兼報道部長 報道関係者 出席 

3 後藤
ご と う

 道子
み ち こ

 山形県看護協会 常任理事 医療関係者 出席 

4 長濱
ながはま

 俊
とし

伸
のぶ

 仙台市消防局 警防部 指令課長 
消防関係者 

(通信指令に精通) 
出席 

5 野口
の ぐ ち

 比呂
ひ ろ

美
み

 やまがた育児サークルランド 代表 市民代表 出席 

6 廣部
ひ ろ べ

 公子
き み こ

 元山形市女性団体連絡協議会 副会長 
市民代表 

あり方検討会委員 
出席 

7 藤澤
ふじさわ

 睦夫
む つ お

 山形市老人クラブ連合会 会長 市民代表 出席 

8 細谷
ほ そ や

 真紀子
ま き こ

 応急手当指導員 市民代表 出席 

9 森野
も り の

 一
かず

真
ま

 山形県立河北病院 救急科 

医療関係者 

(救急救命に精通) 

あり方検討会委員 

出席 

10 渡辺
わたなべ

 英一
えいいち

 山形市自主防災組織連絡協議会 会長 市民代表 出席 



令和６年度 第１回山形市救急救命業務検証会議 席次 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出入口 

スクリーン 

廣部公子構成員 

後藤道子構成員 

藤澤睦夫構成員 

 

渡辺英一構成員 細谷真紀子構成員 

小関裕之構成員 

森野一真構成員 

司会 通信指令課 

課長補佐 

山形市立商業高等学校 

ミーティング室 

傍聴席 
救
急
救
命
課
長
補
佐 

救
急
救
命
課
長 

通
信
指
令
課
長
補
佐 

通
信
指
令
課
長 

消防長 市長 記者席 

座長 

野口比呂美構成員 長濱俊伸構成員 

受付 



 

山形市救急救命業務検証会議設置要綱 

 

（設置及び目的） 

第１条 市民生活のさらなる安全安心の向上に向けて、より望ましい救急救命業務のあり方につい

て、専門的な見地や市民目線での意見等から多角的な検証を行い、山形市における救急救命業務

の充実・強化を図るため、山形市救急救命業務検証会議（以下「検証会議」という。）を設置する。 

（構成員） 

第２条 検証会議の構成員（以下「構成員」という。）は、救急救命業務に関し専門的な知識を有す

る者、学識経験者及び市民の代表等のうちから、検証会議を開催しようとするたびに消防長が依

頼する。 

２ 構成員の数は、１０人以内とし、より地域に密着した市民の意見を反映させるため、構成員の

うち半数以上は市民の代表等とする。 

３ 任期は２年とする。ただし、再任は妨げないものとする。 

（検証事項） 

第３条 検証会議は、その目的を達成するため、次に掲げる事項について検証する。 

⑴ 救急需要への対応に関すること。 

⑵ 通信指令員の教育・研修体制に関すること。 

⑶ 救急隊員の教育・研修体制に関すること。 

⑷ 市民に対する応急手当の普及啓発に関すること。 

⑸ その他必要な事項 

（運営） 

第４条 検証会議における検証を円滑に行うため、構成員の互選により座長を１人選出する。 

２ 座長は、検証会議の進行を担当する。 

（補則） 

第５条 この要綱に定めるもののほか、検証会議について必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

この要綱は、平成３０年６月１９日から施行する。 

      令和４年３月１６日一部改正。 
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指令業務の課題への取り組み 
 

『指令課員は現場に行かなくとも、常に最先着の救急隊員である』という高い

意識を持ち業務を行う必要がある。119 番通報者にとっては、非日常な事態が発生

し、混乱している状況での通報となるため指令課員は冷静かつ迅速に必要な情報

を得るという極めて困難な業務を行うと同時に、必要な応急処置を口頭で依頼す

る重要な業務であることから、以下の５項目の課題への取り組みの内、１の「指令

時間の迅速化」について検証した。 

 

 

１ 指令時間の迅速化 

救急要請事案については、受信から出動指令までの目標時間を平

均 60 秒とし、正確かつ迅速な指令となるよう初動体制を確立する。

聴き取りポイントを明確にし、時間の短縮と技術の向上に努める。 

 

２ 119 番通報受付要領の統一 

出動指令運用基準(フローチャート形式)に基づき、一問一答形式による聴き

取りを行う。また、わかりやすい言葉による聴き取りに心がけ、常に市民に寄り

添う意識を持ち通報者に対する接遇（敬語と言葉遣い）を徹底する。 

 

３ 要請場所と災害種別の決定 

要請場所の決定は、二点確認方式とし、複数の目標物から場所の絞リ込みを行

ない間違いの防止を図る。災害種別の決定は出動指令運用基準(フローチャート

形式)に基づくものとする。 

 

４ 通報者等への口頭指導の統一 

各種実施基準等に基づき、救急要請受信時の口頭指導プロトコールに沿った

的確な指導を実施する。 

 

５ 研修体制の強化 

指令課員は高い知識と技術が求められるため、年間計画により指令課員研修・

救急隊症例検討等に参加し、電話聴き取りと口頭指導技術の向上に努める。 

会議資料 1 



 

 

⼊電から指令までの時間統計の推移【2014 年〜2024 年 6 ⽉末時点の速報値】 
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１１９番通報受付要領 （ＣＯＶＩＤ１９ 初期・流行期）
R2.3.11

出動指令

【２点以上の確認】

【意識の確認】

【地点決定】 予告指令

１１９番通報入電

症状は、「発熱や呼吸の苦しさ」ですか？

発熱（37.5℃以上）
呼吸苦症状

感染の有無について聴取する。
特定の地域への渡航。居住。
特定の人物との濃厚接触の有無。

その他、通常受付要領どおり。
※「防護服」を着た隊員が出動することを伝えること。

「非該当」新型コロナウイルスの
可能性はありますか。

「非該当」 「該当」

「非該当」
「該当・疑い」

１１９番山形消防です。火事ですか？ 救急車の要請ですか？ 災害種別の決定

・救急車が向かう場所（住所）を教えて下さい。
・どなたのお宅ですか？
・（近くに何か目標となるものはありますか？）

・○○さんのお隣は、△△さん（氏名）と□□さんですか
・(目標物）の××側ですか？ ・

場所の確認ができました。
救急車は向かう準備に入りましたので、ご安心ください。
病気ですか、怪我ですか？その方の年齢・性別を教えて下さい。

出動指令

【感染症事案以外】

出動指令

出動指令「該当・疑い」

「非該当」

会議資料 1－2
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１１９番通報受付要領 （ＣＯＶＩＤ１９ 5類移行前）※令和5年度末迄

出動指令

【２点以上の確認】
【地点決定】

予告指令

１１９番通報入電

１１９番山形消防です。火事ですか？ 救急車の要請ですか？ 災害種別の決定

・救急車が向かう場所（住所）を教えて下さい。
・どなたのお宅ですか？
・（近くに何か目標となるものはありますか？）

・○○さんのお隣は、△△さん（氏名）と□□さんですか
・(目標物）の××側ですか？ ・

場所の確認ができました。
救急車は向かう準備に入りましたので、ご安心ください。
病気ですか、怪我ですか？その方の年齢・性別を教えて下さい。

【感染症事案以外】

出動指令

家族（周囲の方）を含め、風邪の症状はありますか？
特に（発熱・咳・呼吸苦・倦怠感）

いつからか？
発熱は何度か？（平熱+１℃）

コロナウイルスの心配はありますか？
（濃厚接触等）

「該当」

「非該当」

「非該当」

出動指令
感染症対応指令

「該当」

会議資料 1－3
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119番通報受付要領（救急要請対応）

１１９番山形消防です。火事ですか？ 救急車の要請ですか？

・救急車が向かう場所（住所）を教えて下さい。

・どなたのお宅ですか？

・（近くに何か目標となるものはありますか？）

・○○さんのお隣は、△△さん（氏名）と□□さんですか？

・（目標物）の側ですか？

場所の確認ができました。
救急車は向かう準備に入りましたので、ご安心ください。
どなたがどうされました？その方の年齢・性別を教えて下さい。

出動指令

（２点以上の確認）

【地点決定】

予告指令

１１９番通報入電

災害種別の決定

会議資料 1－4
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救急救命士の継続教育病院実習の改善に向けた取り組みと今後の展望について 

（救急救命課） 

 

１ 背景 

救急隊は常に「質の高い救急サービス」を市民に提供する使命があり、中でも救急救命

士は救命率向上のため、気管挿管や静脈路確保（点滴）といった高度な救急救命処置を実

施できる技能を備え、当本部では現在５８名を救急隊へ配置している。 

救急救命士には、その資質・技能維持のため、１人当たり２年間で８０時間の病院実習

が義務付けられている。当本部における救急救命士の継続教育のための病院実習について

は、平成２２年度から救急救命士３名が救急車で出向し、８時３０分から１７時１５分の

間、救急車を医療機関に配置した状態で救急室内での実習を行い、救急要請時は出動する

という方式を長らくとっていたが、救急出動していることで十分な実習時間を確保するこ

とが出来ず、本来の目的である「救急救命士の資質の向上、救急救命処置の技能維持」の達

成が困難な状況となっていたことから、より効果的な病院実習の実施方法を検討した。 

 

２ 課題 

 ⑴ 実習時間の確保困難 

   これまでの実習体制では、複数の救急救命士が同時に同じ指導を受けることができ、

救急事案によっては指導医が救急車に同乗し、救急現場で直接指導を受けることができ

るなどの効果を期待していたが、救急出動件数の増加等の影響で、病院実習中の院内滞

在時間が８時間の実習時間のうち概ね３時間程度となっており、十分な実習時間を確保

できていなかった（図１）。 

 

図１ 病院実習中における病院滞在時間の推移（平成２７年度～令和４年度） 

会議資料 2 
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⑵ 救急患者に対する処置回数の確保困難 

  実習時間が短いうえ、医療機関との間に明確な方針を基にした実習カリキュラムが設

定されていなかったことから、実習中に救急患者に対する処置回数が少なく、特に静脈

路確保の実施については３病院のうち２病院で実施が一度もない状況となっていた。 

 

 ⑶ 静脈路確保成功率の低迷 

   病院滞在時間が短く、救急患者対応の機会が極めて少ない状況であったため、救急救

命処置の経験を積むことができず、救急現場における救急救命士の静脈路確保成功率は

概ね５５％前後という低い水準で推移しており、近年は低下傾向となっていた。 

 

３ 課題解決への新たな取り組み 

 ⑴ 実習方式の変更 

   令和５年度から、これまでの「救急車を医療機関に配置した状態で救急救命士３名が

救急室内での病院内実習を行い、救急要請時は出動する」という方式を廃止し、救急救

命士１名が救急出動しない状況で実習を行う方式に変更した。 

 

⑵ 実習内容の変更 

総務省消防庁救急企画室より発出されている「救急救命士の再教育に係る病院実習の

手引き」の「病院実習の細目」を実習カリキュラムとして実習内容の充実を図り、特に静

脈路確保等の救急救命処置を十分に履修できる内容とした。 

 

４ 新たな取り組みの効果 

 ⑴ 実習時間の確保 

救急救命士が１名で出向する方式に変更したことで、救急出動と切り離した状態で実

習を行うことが可能となり、十分な実習時間を確保することができた。 

 

⑵ 救急患者に対する処置回数の増加 

実習方式及び実習内容を変更したことで、救急患者に対する静脈路確保の実施回数が

実習医療機関全てで大幅に増加した（図２）。 

 

医療機関 実習回数/年 実習人数/年 平均患者対応数/日 
静脈路確保 

実施数（変更前） 

静脈路確保 

実施数（変更後） 

Ａ病院 30回 90人 1.9人～3.6人 0.06回/1人 23.27回/1人 

Ｂ病院 20回 60人 2.0人 過去 5年で 0回 7.8回/1人 

Ｃ病院 30回 90人 1.5人～2.3人 過去 5年で 0回 5.6回/1人 

 

図２ 病院実習中の静脈路確保実施回数の変化 
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⑶ 実習満足度の上昇 

各救急救命士の所感からは、処置実施回数の増加に関することに加え、病院内での検査

に関することや、患者に対する接遇、搬送症例の検証、医師・看護師とのコミュニケーショ

ンなど、様々な学びや発見を得たという職員が多くおり、実習満足度が向上したことが窺

えた。 

 

⑷ 静脈路確保の実施成功率の上昇 

  全救急救命士の静脈路確保の成功率は概ね５５％前後という低い水準で推移しており、

近年は低下傾向にあったが、今回の病院実習で技術研鑽の場が提供されたことで、技能の

向上が図られ、令和５年の成功率は飛躍的に上昇した（図３）。 

 
 

図３ 静脈路確保率の推移（過去５年） 

 

５ 新たな取り組みにおける課題 

⑴ 出向人員の調整 

救急救命士１名が日勤体制で５日間連続の実習を行う方式に変更したことから、特に

人員の少ない出張所では、救急救命士１名が不在となる期間の人員調整に苦慮したとの

意見が多く寄せられた。 

 

⑵ 実習内容の偏り 

救急室での実習では救急搬送者数に偏りがあるため、特に救急救命処置の実施という

観点においては、どの医療機関で実習するかによる内容の格差が生まれた。 
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 ⑶ 実習評価の見直し 

今回の実習で使用した実習評価表については、個別評価項目を４つに分け、それぞれ

◎・○・×の３段階で評価、総合評価をＡ・Ｂ・Ｃの３段階で評価することとし、最後に

指導医からコメントが記載される様式を作成したが、総合評価Ａ、個別評価全て◎の職

員が大多数を占めた。コメントについては、具体的な指摘はごく稀であり、ほとんどが

「さらなる技術向上に努めること」といった抽象的な内容や「問題なし」といった記載で

あったため、実習のフィードバックとしては不十分と思われた。 

 

６ 令和６年度からの修正内容 

⑴ 出向方法の修正 

職場内での出向人員の調整を改善することを目的として、１人あたり５日間連続の実 

習から、１～２日ずつの合計５日間の出向方式へ変更するとともに、救急救命士の経験

年数に応じて実習目的を定め、それぞれのレベルに応じた実習となるように実習先医療

機関を振り分けた。 

ア 静脈路確保の手技研鑽を目的とした病院実習 

   対象：若手救急救命士１９名 実習医療機関：Ａ病院 

イ 病態把握、観察要領、患者受入体制の理解を目的とした病院実習 

   対象：指導救命士、隊長級救急救命士３０名 実習医療機関：Ｂ病院、Ｃ病院 

 

⑵ 実習評価表の改訂 

医師から具体的な指導や助言を受け、さらに充実したフィードバックにすることを目

的として、これまでの実習評価表に加え、医療機関に提出する前に、実習を終えて感じた

疑問点や反省点などを救急救命士が記載する欄を追加し、双方向性の評価表とした。 

 

７ 今後の展望 

  今回の救急救命士の継続教育病院実習の改善により、救急救命士の静脈路確保実施成功

率を飛躍的に向上させることができた。今後は、処置の実施成功率をさらに高め、その先

にある心肺停止傷病者の救命率の向上に繋げていくために現状の課題を整理し、より効果

の高い実習となるよう実習内容を随時アップデートしていく。 
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映像通報システム（Live１１９）の運用について 

 

 映像通報システム（Live１１９）は、令和５年４月の高機能消防指令センター更新

に合わせて、新たな機能として運用を開始した。 

１１９番通報の際に音声による現況把握が困難な場合に、消防指令センターから通

報者への協力依頼を行い、映像による災害の状況や傷病の程度等の情報収集を行うこ

とにより、通報現場のより正確な状況を把握し迅速で的確な消防・救急活動に繋げる

ことを目的とする。 

 

１ 令和５年度 第２回検証会議の意見・提言について 

 ⑴ 高齢者を対象とした普及啓発活動とスマートフォン取扱い習熟度の確認について 

 ⑵「映像通報システム（Ｌｉｖｅ１１９）」のＰＲ動画について 

 

２ 改善・取組状況について 

 ⑴ 高齢者を対象とした普及啓発活動とスマートフォン取扱い習熟度の確認について 

➀ 山形市老人クラブ連合会総会に出向し、ＰＲ活動と操作方法の展示を実施 

・山形市老人クラブ連合会総会            （会議資料写真１） 

・「映像通報システム（Ｌｉｖｅ１１９）」リーフレット （会議資料３－１） 

・２４時間健康医療サービス塗り絵用紙   （会議資料３－２） 

他、携帯用名刺サイズの「２４時間健康医療サービスカード」を配布。 

 

  ② 山形市老人クラブ連合会主催のスマートフォン研修会に参加 

 ・スマートフォン研修会                 （会議資料写真２） 

    ・スマートフォン研修会 教材 ※ 抜粋             （会議資料３－３） 

    

 ⑵ 「映像通報システム（Ｌｉｖｅ１１９）」のＰＲ動画について 

  ➀ ＰＲ動画についてご指摘のあった「表情が硬い」箇所に協力依頼と注意喚起 

画像を挿入し修正した。（動画） 

 

  ② 山形市役所の山形市消防本部内に動画を掲載しておりましたが、山形市役所

ユーチューブチャンネルにも「Ｌｉｖｅ１１９のＰＲ動画」を掲載した。 

   （アドレス掲示） 

 

  ③ 「映像通報システム（Ｌｉｖｅ１１９）」運用要綱に「使用時提供画像」を 

追加した。                                       (会議資料３－４） 
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 ２  

 
 
山形市老人クラブ連合会総会 

 
 
山形市老人クラブ連合会総会Ｌｉｖｅ１１９説明 

 

会議資料 写真 1 



 

 ３  
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４ 
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５ 

 
 
スマートフォン研修会 

 
 

スマートフォン研修会Ｌｉｖｅ１１９説明 
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 ６  

 

スマートフォン研修会 教材 ※抜粋 
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 ７  

 

 

映像通報システム（Ｌｉｖｅ１１９）使用時提供画像について 

 

画像を消防指令センターの映像通報システム（Ｌｉｖｅ１１９）より撮影協力者の 

スマートフォン画面に表示することができる。 

 
１、第三者でトラブルを抑制するために使用する画像 

 
 

 
 
２、危険な場所からの撮影又は撮影によるトラブルの可能性がある場合等に使用する画像。 
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